
電話予約は

こちら ⇒

天理市役所市民課

おくやみ担当

☎ 0743-63-1001



並　河　　健



天理市 市民課 おくやみ担当

☎ 0743-63-1001
（受付時間 9:00-16:00）
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の死亡に伴う下記の事項について、次の者に委任します。
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税・社会保障関係の手続きでは、マイナンバーカード等の提示が必要となります

死亡届に関連するおもな手続き

１．亡くなられた方に関する手続き
亡くなられた方があてはまるものについてご確認ください 手続き 必要なもの 該当

総合窓口（市民課）で作成収受いたします
原則窓口担当課へ行っていただく必要はありません

　保険料等の「承継手続き」が発生する場合

①国民健康保険に加入していた世帯主

②75歳以上、または65歳以上で
　後期高齢者医療制度に加入していた

③65歳以上の場合

　住民税の「承継手続き」が発生する場合

●相続人代表者指定届（各種税・保
険関係）

・相続人の本人確認書類
・代理の場合は委任状が必要です。

　●は当日可能な市役所内での申請・届出です

保険証（資格確認書）の返却
・後期高齢者医療被保険者証
　又は後期高齢者医療資格確認書

→葬祭を行った場合
●後期高齢者医療葬祭費支給申請書

・葬祭を行った方（喪主）の口座番
号がわかるもの

後期高齢者医療保険料に関する通知
の送付（後日）

※還付金が生じた際は相続人代表者
様の口座へ振込いたします。

　B.　75歳以上の方
　　　または65歳以上で後期高齢者医療制度に
　　　加入していた

口座振替を希望される場合は、通知
書同封の「口座振替依頼書」に記入
の上提出してください。

新たな世帯主へ保険料通知書の送付
（後日）

→亡くなられた方は世帯主

→亡くなられた方は世帯員

→葬祭を行った場合
●葬祭費支給申請書

・葬祭を行った方（喪主）の印鑑

保険料更正通知書の送付（後日）

→同一世帯員の医療費窓口負担割合に変更がある
新しい負担割合が記載された資格確
認書又は資格情報のお知らせの送付
（後日）

→同一世帯員の限度額適用区分に変更がある
（限度額適用認定証発行済の世帯）

新しい限度額適用認定証の送付（後
日）

　A.　国民健康保険に加入していた
保険証（資格確認書)の返却

・国民健康保険被保険者証
　又は国民健康保険資格確認書

→医療費窓口負担割合または限度額適用区分に変更
　がある

新しい負担割合または限度額適用区
分が記載された資格確認書の送付
（後日）

市役所でできること

総合窓口
承継

手続き

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

保険

年金
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（２階　収税課）
納付相談

　天理市に収める税金に未納がある場合

●固定資産税相続人代表者指定届兼
固定資産現所有者申告書

・相続人の本人確認書類
・代理の場合は委任状が必要です。

（２階　税務課固定資産税係）
●未登記家屋名義人変更届

→未登記家屋を所有していた ※受付窓口へご相談ください

（２階　税務課市民税係）
軽自動車税の申告（後日）

　年金を受給していた

→国民年金を受給していた 未支給年金の請求または死亡届

※まずは「保険医療課」窓口でご相
談ください。

　C.　65歳以上の方
　　　または介護認定を受けている

（１階　保険医療課）

・こども医療費受給資格証
・心身障害者医療費受給資格証
・ひとり親家庭等医療費受給資格証

福祉医療受給資格証の返却　各福祉医療費受給資格証を持っている

保険証の返却
※当日の返却が困難な場合は、後日
返却いただくか各自責任の下処分し
てください。
※住所地特例の対象で前住所地の介
護保険証をお持ちの方については、
前住所地の市区町村へお問い合わせ
ください。（住所地特例…天理市内
の介護保健施設・有料老人ホーム等
に入所され、施設所在地に住民票を
移された場合に、引き続き元の市区
町村の被保険者となる制度）

・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証（介護認定を
受けている方）
・介護保険負担限度額認定証（手続
き済の施設入所者のみ所持）

介護保険料に関する通知の送付（後
日）

※還付金が生じた際は相続人代表者
様の口座へ振込いたします。

亡くなられた方があてはまるものについてご確認ください 手続き 必要なもの 該当

→障害に関する手当・精神障害者医療費助成を
受けていた

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

（１階　社会福祉課）
各種手帳の返却と死亡の届出

　障害の手帳を持っていた

（１階　社会福祉課）
障害に関する手当・精神障害者医療
費助成関係のご相談

特別徴収（天引き）が停止した等住
民税の未納が生じた場合、指定した
相続人へ納税通知書の送付（後日）

　納付する住民税がある

※該当される方へ総合窓口で「申告
書」をお渡しいたします。所有され
ていた車両（ナンバープレート）を
確認の上、名義変更か廃車か選択し
後日税務課でお手続きください。

　原付バイク・小型特殊車両を所有していた

　天理市に土地・家屋などの固定資産を所有していた

総合窓口

総合窓口

障害

税

総合窓口

保険

年金
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・相続人の本人確認書類
・代理の場合は委任状が必要です。
※天理市に死亡届を提出しており、
かつ故人の本籍地が天理市の場合
は、おくやみコーナー利用時に取得
いただけます。それ以外の方は、本
籍市町村等にお問い合わせくださ
い。

●戸籍等交付申請書　故人の戸籍が必要

　市営住宅・改良住宅に入居していた

（３階　建築課）
退去または入居承継手続き（名義変
更）

※受付窓口へご相談ください→故人が名義人

　マイナンバーカードを持っていた マイナンバーカードについての説明

マイナンバーカードは回収いたしま
せん。故人のマイナンバーはマイナ
ンバーカードでのみ確認できるの
で、大切にお持ちください。
なお、マイナンバーカードの機能
（マイナポータル確認やコンビニ交
付など）はお使いいただけません。

　印鑑登録をしていた

　児童（扶養）手当を受給している世帯の世帯員（受給
者、対象児童除く）が亡くなられた

●児童手当個人番号変更等申出書
●児童扶養手当支給停止関係届
※該当するものを市役所で選定いた
します

　故人が児童（扶養）手当を受けていた

●未支払児童手当請求書
●児童手当認定請求書
●児童扶養手当受給資格者死亡届
●未支払児童扶養手当請求書
※該当するものを市役所で選定いた
します

・児童（扶養）手当対象のお子さま
の通帳

　児童（扶養）手当の対象のお子さまが亡くなられた

●児童手当額改定届
●児童手当受給事由消滅届
●児童扶養手当額改定届
●児童扶養手当資格喪失届
※該当するものを市役所で選定いた
します

→故人は名義人以外の世帯員
●市営住宅同居者異動届出書

　故人の住民票除票（写）が必要
●住民票申請書

・相続人の本人確認書類
・代理の場合は委任状が必要です。

印鑑登録証の返却
・印鑑登録証

亡くなられた方があてはまるものについてご確認ください 手続き 必要なもの 該当

その他

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

総合窓口

こども

総合窓口
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ご家族の方があてはまるものについてご確認ください 手続き 必要なもの 該当

　世帯主が亡くなり、残る世帯員が2名以上の場合
●世帯主変更届
※世帯主が亡くなってから14日以内
に届出する必要があります。

ご家族の方があてはまるものについてご確認ください 手続き 必要なもの 該当

２．ご家族に関する手続き

（１階　保険医療課）
国民健康保険の加入（74歳まで）
※資格喪失日より14日以内

（１階　保険医療課）
国民年金の加入（20歳から59歳まで
の配偶者）
※資格喪失日より14日以内

　健康保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入する方
・加入していた健康保険の
資格喪失証明書

・資格確認書をご利用の方
（１階　保険医療課）
新しい国民健康保険資格確認書の送
付（後日）

・変更前の資格確認証を後日返却し
てください。

・マイナ保険証をご利用の方
手続きは不要です。

　国民健康保険に加入していて世帯主が変わる方

（幼稚園、保育所等）
市役所への手続きは原則不要です。
所属されている幼稚園、保育所等へ
ご家庭の状況をお知らせください。

（２階　こども支援課）
児童扶養手当の申請（後日）

　お子さまに関しての連絡先や受けられる手当・助成等の
確認

※来庁時にお渡しするパンフレット
等をご確認の上、申請してくださ
い。

・世帯員が手続きする場合は、本人
確認書類
・代理人が手続きする場合は委任状
が必要です

総合窓口住所

保険

年金

こども
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１．亡くなられた方に関する手続き

名義変更又は解約の手続きが必要で
す。

・各契約会社
　故人名義の電話・ガス・インターネット・クレジット
カード・ケーブルテレビがある

・各金融機関等
・証券会社等

・NTT西日本
　☎固定電話からの場合は
　　局番無し116
　☎携帯からは
　　0800-2000116

契約承継又は解約が必要です。
NTT西日本の場合は、右記へお問い
合わせください。

　故人名義の固定電話がある

相続手続きについて、金融機関・取
引状況等によって必要書類が異なる
ため、必ず各金融機関にお問い合わ
せください。

　預貯金・株式等を相続する

死亡保険金請求、名義変更等が必要
です。保険会社や契約内容によって
必要書類が異なるため、加入してい
た会社へお問い合わせください。

　生命保険・損害保険等を受け取る
・加入していた生命保険会社又は代
理店

相続放棄の申し立てを行ってくださ
い。
相続放棄は、相続を知った日から３
カ月以内に、亡くなった方の住所地
の家庭裁判所へ申し立てる必要があ
ります。

　収める税金や保険料等に未納があり、財産や負債を放棄
する

・奈良家庭裁判所
　☎0742-26-1271

　軽自動車（黄色や黒のナンバープレート）を所有してい
た

右記にて相談・手続きをしてくださ
い

・軽自動車検査協会
　☎050-3816-1845

　オートバイ（125㏄超）を所有していた
右記にて相談・手続きをしてくださ
い

・奈良運輸支局
　☎050-5540-2063

右記にて相談・手続きをしてくださ
い

　乗用車（白や緑のナンバープレート）を所有していた
・奈良運輸支局
　☎050-5540-2063

・桜井年金事務所
　☎0744-42-0033
・加入されていた共済組合事務局
・奈良県農協

　土地・家屋などの固定資産を所有していた

→土地・家屋を相続する
不動産相続登記申請

・奈良地方法務局
　☎0742-23-5534

亡くなられた方があてはまるものについてご確認ください 手続き 受付窓口 該当

→農業者年金を受給していた

　社会保険や共済組合保険等に加入していた
　（国民健康保険、後期高齢者医療保険以外）

　年金を受給していた

→厚生年金を受給していた

→共済年金を受給していた

市役所と同様の手続きがあります。
手続き方法は加入している健康保険
の担当者にお問い合わせください。

・加入されている健康保険窓口

年金事務所、共済組合又は農協での
手続きがあります。

名義変更又は使用中止（閉栓）の手
続きが必要です。
詳しくは右記へお問い合わせくださ
い。

・奈良県広域水道企業団
　天理事務所お客様センター
　☎0743-63-9251

　故人名義の水道使用（給水契約）がある

市役所以外でできること

保険

年金

税

料金
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例）・遺族基礎年金
　　（子のある妻、または子）
　　・国民年金寡婦年金
　　（60歳～64歳の妻）
　　・国民年金死亡一時金　など
詳しくは右記へお問い合わせくださ
い。

　ご遺族の方で受けられる年金給付がないか確認
・桜井年金事務所
　☎0744-42-0033

ご家族の方があてはまるものについてご確認ください 手続き 受付窓口 該当

２．ご家族に関する手続き

亡くなられた方があてはまるものについてご確認ください 手続き 受付窓口 該当

　　難病の指定を受けていた

指定難病に関する医療費助成等の手
続き・ご相談が必要です。
詳しくは右記へお問い合わせくださ
い。

・郡山保健所
　☎0743-51-0195

保険

年金

指定

難病
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